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令和５年壱岐市議会定例会６月会議議案 
 

 

報告第 ３ 号  壱岐市税条例の一部改正に係る専決処分の報告について 

 

報告第 ４ 号  壱岐市国民健康保険税条例の一部改正に係る専決処分の報告について 

 

報告第 ５ 号  令和４年度壱岐市一般会計補正予算（第１４号）の専決処分の報告に

ついて 

 

報告第 ６ 号  令和４年度壱岐市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書の報告につい

て 

 

報告第 ７ 号  令和４年度壱岐市下水道事業特別会計予算の繰越明許費繰越計算書の

報告について 

  

報告第 ８ 号  令和４年度壱岐市水道事業会計予算の繰越計算書の報告について 

 

報告第 ９ 号  損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告について 

 

報告第１０号  損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告について 

 

報告第１１号  損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告について 

 

議案第３３号  壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

議案第３４号  壱岐市税条例の一部改正について 

 

議案第３５号  壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について 

 

議案第３６号  壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部改正に

ついて 

 

議案第３７号  壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正について 

 

議案第３８号  辺地に係る公共的施設の総合整備計画（変更）の策定について 

 

議案第３９号  財産の取得について 

 

議案第４０号  令和５年度壱岐市一般会計補正予算（第２号） 



報告第３号 

 

   壱岐市税条例の一部改正に係る専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項及び壱岐市議会基本条例第１２条第１項

第５号の規定により別紙のとおり専決処分したので、地方自治法第１８

０条第２項及び壱岐市議会基本条例第１２条第２項の規定により報告す

る。 

 

  令和５年６月１５日提出 

 

壱岐市長 白 川 博 一 

 



専決第２号 

 

専決処分書 

 

 地方税法等の一部改正に伴い、地方自治法第１８０条第１項の規定に

より、別紙のとおり壱岐市税条例の一部改正について専決処分する。 

 

  令和５年３月３１日専決 

 

壱岐市長 白 川 博 一 
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壱岐市税条例の一部を改正する条例 

 

壱岐市税条例（平成１６年壱岐市条例第４８号）の一部を次のように改正す

る。 

 

第４６条中「１５様式」の次に「又は第５号の１５の２様式」を加え、「に

よって」を「により」に改める。 

第４８条第１項及び第５項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の

４の２様式」を加える。 

第５０条第１項中「第２２号の４様式」の次に「又は第２２号の４の２様

式」を加え、同条第２項中「においては」を「には」に改める。 

第９８条第１項及び第５項並びに第１０１条第１項中「第３４号の２の５様

式」の次に「又は第３４号の２の５の２様式」を加える。 

附則第８条第１項中「令和６年度」を「令和９年度」に改める。 

附則第１０条中「、第６３条又は第６４条」を「又は第６３条」に、「、第

６３条若しくは第６４条」を「若しくは第６３条」に改める。 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第２２項」を「附則第１５条第２

１項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２３項第１号」を「附則第１５

条第２２項第１号」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２３項第２号」を

「附則第１５条第２２項第２号」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２３

項第３号」を「附則第１５条第２２項第３号」に改め、同条第７項中「附則第

１５条第２４項第１号」を「附則第１５条第２３項第１号」に改め、同条第８

項中「附則第１５条第２４項第２号」を「附則第１５条第２３項第２号」に改

め、同条第９項中「附則第１５条第２６項第１号イ」を「附則第１５条第２５

項第１号イ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２６項第１号ロ」を「 
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附則第１５条第２５項第１号ロ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２

６項第１号ハ」を「附則第１５条第２５項第１号ハ」に改め、同条第１２項中

「附則第１５条第２６項第１号ニ」を「附則第１５条第２５項第１号ニ」に改

め、同条第１３項中「附則第１５条第２６項第２号イ」を「附則第１５条第２

５項第２号イ」に改め、同条第１４項中「附則第１５条第２６項第２号ロ」を

「附則第１５条第２５項第２号ロ」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第

２６項第２号ハ」を「附則第１５条第２５項第２号ハ」に改め、同条第１６項

中「附則第１５条第２６項第３号イ」を「附則第１５条第２５項第３号イ」に

改め、同条第１７項中「附則第１５条第２６項第３号ロ」を「附則第１５条第

２５項第３号ロ」に改め、同条第１８項中「附則第１５条第２６項第３号ハ」

を「附則第１５条第２５項第３号ハ」に改め、同条第１９項中「附則第１５条

第２９項」を「附則第１５条第２８項」に改め、同条第２０項中「附則第１５

条第３３項」を「附則第１５条第３２項」に改め、同条第２１項中「附則第１

５条第３４項」を「附則第１５条第３３項」に改め、同条第２２項中「附則第

１５条第３９項」を「附則第１５条第３８項」に改め、同条第２４項を次のよ

うに改める。 

２４ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する市町村の条例で定める割合は

３分の１とする。 

附則第１０条の３第１２項を同条第１３項とし、同条第１１項中「附則第７

条第１３項」を「附則第７条第１７項」に改め、同項を同条第１２項とし、同

条第１０項の次に次の１項を加える。 

１１ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所

有に係る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定

マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲

げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類
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を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称） 

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日 

(4) 当該工事が完了した年月日 

(5) 当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合

には、３月以内に提出することができなかった理由 

附則第１５条の２を削り、附則第１５条の２の２を附則第１５条の２とす

る。 

附則第１５条の６第３項を削る。 

附則第１６条第１項中「第８項」を「第４項」に改め、同条第２項中「令和

２年４月１日から令和３年３月３１日まで」を「令和４年４月１日から令和８

年３月３１日まで」に、「令和３年度分」を「、当該初回車両番号指定を受け

た日の属する年度の翌年度分」に改め、同条第３項から第６項までを削り、同

条第７項中「附則第３０条第７項」を「附則第３０条第３項」に、「３輪以上

のガソリン軽自動車」を「３輪以上の法第４４６条第１項第３号に規定するガ

ソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」とい

う。）」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自

動車税の種別割に限り」を削り、「令和５年３月３１日」を「令和８年３月３

１日」に、「令和５年度分」を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する

年度の翌年度分」に、「第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア（イ）中

「３，９００円」とあるのは「２，０００円」と、同号ア（ウ）中「６，９０
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０円」とあるのは「３，５００円」」に改め、同項を同条第３項とし、同条第

８項中「附則第３０条第８項」を「附則第３０条第４項」に改め、「、当該ガ

ソリン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に初回車

両番号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削

り、「令和５年３月３１日」を「令和７年３月３１日」に、「令和５年度分」

を「、当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」に、「第４

項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句」を「同条第２号ア（イ）中「３，９００円」とあるのは

「３，０００円」と、同号ア（ウ）中「６，９００円」とあるのは「５，２０

０円」」に改め、同項を同条第４項とする。 

附則第１６条の２第１項中「第８項」を「第４項」に改める。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和５年度」を「令和８年度」に改

める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の壱岐市税条例(以

下「新条例」という。)の規定中固定資産税に関する部分は、令和５年度以

後の年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分までの固定資産税に

ついては、なお従前の例による。 

２ 令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの期間（以下この項におい

て「適用期間」という。）内に地方税法等の一部を改正する法律（令和３年

法律第７号）附則第１条第４号に掲げる規定による改正前の地方税法（昭和
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２５年法律第２２６号）附則第６４条に規定する中小事業者等（以下この項

において「中小事業者等」という。）が取得（同条に規定する取得をいう。

以下この項において同じ。）をした同条に規定する特例対象資産（以下この

項において「特例対象資産」という。）（中小事業者等が、同条に規定する

リース取引（以下この項において「リース取引」という。）に係る契約によ

り特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得

をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内に

リース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。）

に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得された

この条例による改正前の壱岐市税条例附則第１５条の２及び第１５条の６第

３項に規定する３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割

については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１６条の規定は、令和５年度以後の年度分の軽自動車税の種

別割について適用し、令和４年度分までの軽自動車税の種別割については、

なお従前の例による。 

 



報告第４号 

壱岐市国民健康保険税条例の一部改正に係る専決処分の報告につ 

いて 

 地方自治法第１８０条第１項及び壱岐市議会基本条例第１２条第１項

第５号の規定により別紙のとおり専決処分したので、地方自治法第１８

０条第２項及び壱岐市議会基本条例第１２条第２項の規定により報告す

る。 

令和５年６月１５日提出 

壱岐市長 白 川 博 一 



専決第３号 

 

専決処分書 

 

 地方税法等の一部改正に伴い、地方自治法第１８０条第１項の規定に

より、別紙のとおり壱岐市国民健康保険税条例の一部改正について専決

処分する。 

 

  令和５年３月３１日専決 

 

壱岐市長 白 川 博 一 



壱岐市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

壱岐市国民健康保険税条例（平成１６年壱岐市条例第４９号）の一部を次の

ように改正する。 

 

 第２条第３項ただし書中「２０万円」を「２２万円」に改める。 

第２３条第１項中「２０万円」を「２２万円」に改め、同項第２号中「２８

万５，０００円」を「２９万円」に改め、同項第３号中「５２万円」を「５３

万５，０００円」に改める。 

第２３条の２中「第２４条の２」を「第２４条の２第１項」に改める。 

 第２４条の２第２項中「その他の特例対象被保険者等であることの事実を証

明する書類」を「又は雇用保険受給資格通知（同令第１９条第３項に規定する

ものをいう。）」に改める。 

 附則第７項中「第２３条第１項」を「第２３条」に、「同項」を「同条第１

項」に改める。 

附則第８項、第９項、第１１項から第１４項まで、第１７項及び第１８項中

「第２３条第１項の」を「第２３条の」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の壱岐市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度

以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健

康保険税については、なお従前の例による。 
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報告第６号

令和４年度壱岐市一般会計予算の繰越明許費繰越計算書の

報告について

令和４年度壱岐市一般会計予算の繰越明許費は、次のとおり翌年度に繰り

越したので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報告する。

令和５年６月１５日提出

壱岐市長 白 川 博 一 



（単位：円）

既 収 入
特定財源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

2 総務費 1 総務管理費 乗合タクシー運行事業 3,513,000 3,050,000 0 0 3,000,000 0 50,000

地域情報通信推進事業 21,120,000 15,290,000 0 0 0 0 15,290,000

旧かたばる病院関連施設解体工事 72,000,000 72,000,000 0 0 64,800,000 0 7,200,000

燃料油価格高騰等に伴う観光需要喚起対策事業 63,024,000 63,024,000 0 55,840,000 0 0 7,184,000

物価高騰対策産品等消費拡大支援事業 9,625,000 9,489,080 0 9,350,000 0 0 139,080

米販売価格緊急対策事業 19,082,000 18,849,000 0 6,500,000 0 0 12,349,000

農産物出荷資材価格高騰対策事業 5,399,000 5,398,019 0 4,800,000 0 0 598,019

農業生産価格高騰対策事業 4,422,000 778,500 0 700,000 0 0 78,500

堆肥利用推進対策事業 1,806,000 1,806,000 0 1,600,000 0 0 206,000

3
戸籍住民基本台
帳費

戸籍情報システム構築業務 5,140,000 5,139,970 0 5,139,000 0 0 970

4 衛生費 2 清掃費 クリーンセンター復旧工事 42,482,000 40,260,000 0 0 0 0 40,260,000

5 農林水産業費 1 農業費 農業用排水路整備事業 55,698,000 55,698,000 0 0 55,600,000 0 98,000

干害応急対策事業 18,000,000 16,201,000 0 0 0 0 16,201,000

県営施設整備事業 16,509,000 14,190,090 0 0 13,000,000 0 1,190,090

土地改良施設維持管理適正化事業 9,042,000 9,042,000 0 0 0 9,000,000 42,000

令和４年度　壱岐市一般会計　繰越明許費繰越計算書

左の財源内訳

金　  額項款 事　業　名
翌 年 度
繰 越 額

1



（単位：円）

既 収 入
特定財源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

令和４年度　壱岐市一般会計　繰越明許費繰越計算書

左の財源内訳

金　  額項款 事　業　名
翌 年 度
繰 越 額

5 農林水産業費 3 水産業費 漁村再生交付金事業 49,000,000 48,997,000 0 33,600,000 15,300,000 0 97,000

漁港海岸事業 50,000,000 50,000,000 0 34,017,000 15,900,000 0 83,000

芦辺港ターミナルビル空調設備改修工事 6,041,000 6,041,000 0 0 6,000,000 0 41,000

芦辺港ターミナル整備事業 26,500,000 20,830,000 0 0 20,800,000 0 30,000

7 土木費 2 道路橋りょう費 道路改良費（補助） 268,016,000 241,989,754 0 166,647,000 74,600,000 0 742,754

道路改良費（起債） 80,000,000 68,767,100 0 0 68,600,000 0 167,100

3 河川費 急傾斜地崩壊対策事業 10,000,000 7,681,800 0 0 7,600,000 0 81,800

6 下水道費 下水道事業特別会計繰出金（公共下水道） 13,350,000 11,700,000 0 0 9,500,000 0 2,200,000

10 災害復旧費 1
農林水産施設災
害復旧費

農地及び農業用施設災害復旧事業（現年災） 210,000,000 180,000,000 0 130,403,273 0 0 49,596,727

2
公共土木施設災
害復旧費

公共土木施設災害復旧事業（現年災補助） 95,000,000 70,000,000 0 39,601,000 12,800,000 0 17,599,000

公共土木施設災害復旧事業（現年災単独） 19,000,000 19,000,000 0 0 19,000,000 0 0

1,173,769,000 1,055,222,313 0 488,197,273 386,500,000 9,000,000 171,525,040合　　　　　　　　　　　計

2



 

 

報告第７号 

 

令和４年度壱岐市下水道事業特別会計予算の繰越明許費繰越計算書の 

報告について 

 

令和４年度壱岐市下水道事業特別会計予算の繰越明許費は、次のとおり翌

年度に繰り越したので、地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により報

告する。 

  

令和５年６月１５日提出 

 

壱岐市長 白 川 博 一  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（単位：円）

既 収 入
特定財源

国県支出金 地方債 その他 一般財源

令和４年度　壱岐市下水道事業特別会計　繰越明許費繰越計算書

左の財源内訳

金　  額項款 事　業　名
翌 年 度
繰 越 額

1 下水道事業費 2 施設整備費 公共下水道施設改築・改修工事 47,700,000 41,800,000 0 20,400,000 9,700,000 11,700,000 0

47,700,000 41,800,000 0 20,400,000 9,700,000 11,700,000 0合　　　　　　　　　　　計



 
報告第８号 

 

 

   令和４年度壱岐市水道事業会計予算の繰越計算書の報告につ

いて 

 

 

令和４年度壱岐市水道事業会計予算を次のとおり翌年度に繰り越

したので、地方公営企業法第２６条第３項の規定により報告する。 

 

 

   

令和５年６月１５日提出 

 

 

                      壱岐市長 白 川 博 一   



地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額
（単位:円）

1.資本的支出

1.建設改良費

4,300,000 0 4,300,000 4,300,000 0 0

合　　　計 4,300,000 0 4,300,000 4,300,000 0 0

予算計上額
支払義務
発 生 額

翌年度
繰越額

左の財源内訳

市道東水畑2号線配水管布設替工
事

施工方法に係る地権者との協議
に不測の日数を要したため。

款　 項 　説　明

令和4年度壱岐市水道事業会計予算繰越計算書

損益勘定
留保資金

資本的収入
工事負担金

不用額
翌年度繰越額
に係る繰越を要
するたな卸資産
の購入限度額

 事　　業　　名



 

報告第９号 

 

 

   損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項及び壱岐市議会基本条例第１２条第１項

第１号の規定により別紙のとおり専決処分したので、地方自治法第１８

０条第２項及び壱岐市議会基本条例第１２条第２項の規定により報告す

る。 

 

 

  令和５年６月１５日提出 

 

 

壱岐市長 白 川 博 一   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

専決第５号 

 

 

専決処分書 

 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１８０条第１項及

び壱岐市議会基本条例第１２条第１項第１号の規定に基づき、次のとお

り専決処分する。 

 

  令和５年５月２６日専決 

 

壱岐市長 白 川 博 一  

 

記 

 

１ 損害賠償の相手方 

  壱岐市郷ノ浦町 個人 

 

２ 損害賠償額  

２０１，４８４円 

 

３ 損害賠償の理由 

  令和５年３月１９日午後１時１４分頃、壱岐市郷ノ浦町柳田触８５１

番地１店舗駐車場において、市民福祉課地域生活ホームひまわりの家

職員が運転する壱岐市公用車に施設入所者を後部座席に同乗の上、買

い物支援のため店舗の駐車場に駐車する際、ブレーキ操作を誤って店

舗の外壁に衝突し、損害賠償の相手方である同乗者を怪我させた。 



 

報告第１０号 

 

 

   損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項及び壱岐市議会基本条例第１２条第１項

第１号の規定により別紙のとおり専決処分したので、地方自治法第１８

０条第２項及び壱岐市議会基本条例第１２条第２項の規定により報告す

る。 

 

 

  令和５年６月１５日提出 

 

 

壱岐市長 白 川 博 一   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

専決第６号 

 

 

専決処分書 

 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１８０条第１項及

び壱岐市議会基本条例第１２条第１項第１号の規定に基づき、次のとお

り専決処分する。 

 

  令和５年５月２６日専決 

 

壱岐市長 白 川 博 一   

 

記 

 

１ 損害賠償の相手方 

  壱岐市郷ノ浦町 法人 

 

２ 損害賠償額  

１０，０００円 

 

３ 損害賠償の理由 

  令和５年３月１９日午後１時１４分頃、壱岐市郷ノ浦町柳田触８５１

番地１当該法人店舗駐車場において、市民福祉課地域生活ホームひまわ

りの家職員が運転する壱岐市公用車に施設入所者を同乗の上、買い物支

援のため当該店舗の駐車場に駐車する際、ブレーキ操作を誤って損害賠

償の相手方である法人所有の建物外壁に衝突し汚損させた。 

 



 

報告第１１号 

 

 

   損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告について 

 

 地方自治法第１８０条第１項及び壱岐市議会基本条例第１２条第１項

第１号の規定により別紙のとおり専決処分したので、地方自治法第１８

０条第２項及び壱岐市議会基本条例第１２条第２項の規定により報告す

る。 

 

 

  令和５年６月１５日提出 

 

 

壱岐市長 白 川 博 一   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

専決第７号 

 

 

専決処分書 

 

 損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第１８０条第１項及

び壱岐市議会基本条例第１２条第１項第１号の規定に基づき、次のとお

り専決処分する。 

 

  令和５年５月２６日専決 

 

壱岐市長 白 川 博 一   

 

記 

 

１ 損害賠償の相手方 

  壱岐市郷ノ浦町 個人 

 

２ 損害賠償額  

８７，８７８円 

 

３ 損害賠償の理由 

  令和５年４月１２日午前１１時５８分頃、壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦４０

５番地６郷ノ浦町漁業協同組合駐車場において、水産課職員が運転する

壱岐市公用車が、切り返すために車両を後退させた際、駐車場に駐車さ

れていた損害賠償の相手方の個人所有の車と接触し損傷させた。 

 



議案第３３号 
 
 
 

壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 
 
 
壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙

のとおり定める。 
 
 
 
  令和５年６月１５日提出 
 
 

壱岐市長 白 川 博 一    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（提案理由） 
人事院規則の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症対策業務に係

る防疫等作業手当の特例を廃止する必要があるため、所要の改正を行うも

のである。 



壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

壱岐市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１６年壱岐市条例第４２号）

の一部を次のように改正する。 

 

附則中第３項の前の見出し、同項及び第４項を削る。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の壱岐市職員の特

殊勤務手当に関する条例の規定は、令和５年５月８日から適用する。 



議案第３４号 

 

   壱岐市税条例の一部改正について 

 

 壱岐市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

  令和５年６月１５日提出 

 

壱岐市長 白 川 博 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うものである。 

 

 

 

 

 



壱岐市税条例の一部を改正する条例 

 

壱岐市税条例（平成１６年壱岐市条例第４８号）の一部を次のように

改正する。 

 

第８２条第１号エ中「及び」を「、」に改め、「３輪のもの」の次に

「及び道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条

第１項第１３号の６に規定する特定小型原動機付自転車」を加える。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年７月１日から施行する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の壱岐市税条例の規定は、令和６年度以

後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分まで

の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 

 

 



議案第３５号 

 

  壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例の一部改正について 

 

 壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例を別

紙のとおり定める。 

 

  令和５年６月１５日提出 

 

壱岐市長 白 川 博 一 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

 離島振興法に基づく税制特例措置等の対象地区から、過疎地域に係る

措置等の対象地区が除外され、重複地区においては、過疎法に基づく税

制特例措置等のみが適用されるため、所要の改正を行うものである。 



壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例 

 

壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例（平成１８年壱岐市条例第５号）

の一部を次のように改正する。 

 

第１条中「離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第１項に規定する

離島振興対策実施地域内又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

（令和３年法律第１９号。以下「法」という。）第２条第１項に規定する過疎地

域内において、離島振興法第２０条又は法第２４条」を「過疎地域の持続的発

展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第２条第１項に規定す

る過疎地域内において、同法第２４条」に改める。 

第２条中「第１２条第３項の表の第３号若しくは第４５条第２項の表の第３

号又は第１２条第３項の表の第１号若しくは第４５条第２項の表の第１号」を

「第１２条第４項の表の第１号又は第４５条第３項の表の第１号」に改め、「離

島振興法第２０条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される

場合等を定める省令（平成５年自治省令第１号）第２条第３号又は」を削る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の壱岐市固定資産税の課税免除に関する条例の規定

は、令和５年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和４年度分ま

での固定資産税については、なお従前の例による。 



 

 

議案第３６号 

 

 

   壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

 

 

 壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙の

とおり定める。 

 

 

  令和５年６月１５日提出 

 

 

壱岐市長 白 川 博 一 

 

 

 

 

（提案理由） 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改正を行うものである。 

 

 



 

 

壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例 

 

壱岐市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準を定める条例（平成２６年壱岐市条例第２０

号）の一部を次のように改正する。 

 

第１５条第１項第４号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

第３７条第１項中「同省令」を「同令」に改める。 

第４４条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



 

 

議案第３７号 

 

 

   壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について 

 

 

 壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を別紙のとおり定める。 

 

 

  令和５年６月１５日提出 

 

 

壱岐市長 白 川 博 一 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の改

正を行うものである。 

 

 



 

 

壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

 

壱岐市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年壱岐市条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

 

第２５条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 



議案第３８号 
 

辺地に係る公共的施設の総合整備計画（変更）の策定について 

 
 

郷ノ浦辺地（変更）、渡良Ｂ辺地（変更）、初山Ａ辺地（変更）、初

山Ｂ辺地（変更）、布気辺地（変更）、深江辺地、諸吉辺地及び住吉辺

地に係る総合整備計画を別紙のとおり定める。 

 
  令和５年６月１５日提出 
 

              壱岐市長 白 川 博 一   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（提案理由） 
 辺地対策事業債を活用するため、辺地に係る公共的施設の総合整備

のための財政上の特別措置等に関する法律第３条の規定に基づき、議

会の議決を求める。  



長崎県壱岐市郷ノ浦町　　郷ノ浦　辺地

（辺地の人口

（辺地の面積 0.4

１　辺地の概況

　（1）　辺地を構成する町又は字の名称

　　 郷ノ浦町郷ノ浦

　（2）　地域の中心の位置

郷ノ浦町郷ノ浦43番地5

　（3）　辺地度点数

151 点

２　公共施設の整備を必要とする事情

３　公共的施設の整備計画

（単位：千円）

事
業

主
体

消防施設 壱岐市

一般財源
の 予 定 額

1,500

合　　　　　　　計 23,877 2,484 21,393 21,300

道路 壱岐市 4,000 2,484 1,516

19,877 19,80019,877

総 合 整 備 計 画 書

448 人）

ｋ㎡）

　郷ノ浦地区機動分団第1小隊の消防ポンプ自動車は、購入後20年が経過し、
性能低下及び腐食も激しく有事の際、性能を発揮できない状態で更新の必要
がある。
　市道下ル町１号線の新川橋において、定期点検の結果、補修を要する損傷
が確認されたことから、壱岐市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、補修工事を実
施する必要がある。

令 和 ３ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で ５ 年 間

事　業　費

一般財源のうち
財　　　源　　　内　　　訳

区　分
辺地対策事業債

施設名 特定財源

1



長崎県壱岐市郷ノ浦町　　　渡良B　辺地

（辺地の人口

（辺地の面積 3.8

１　辺地の概況

（1） 辺地を構成する町又は字の名称

郷ノ浦町渡良南触、渡良西触、渡良浦

（2） 地域の中心の位置

郷ノ浦町渡良南触３８５－１

（3） 辺地度点数

192 点

２　公共施設の整備を必要とする事情

３　公共的施設の整備計画

（単位：千円）

事
業

主
体

合　　 　計 226,000 86,250 139,750 132,900

36,400

道路 壱岐市 61,200 61,200 56,500

道路 壱岐市 36,400 36,400

道路 壱岐市 128,400 86,250 42,150 40,000

事　業　費

一般財源のうち財　　　源　　　内　　　訳
区　分 辺地対策事業債

施設名 特定財源 一般財源 の 予 定 額

総 合 整 備 計 画 書

668 人）

ｋ㎡）

　市道井良坂線は、麦谷集落から渡良浦集落へと繋がる地元住民の生活にとって非常に
重要な路線である。また、本線沿線には造船所や油槽施設が存在するため、大型車両を
含めた交通量が非常に多い路線であるが、路線沿いの道路構造物（法面）に変状が確認
され、このままの状態では将来的に崩壊の危険があり、道路を利用される第３者への被害
が予想されることから、早急な対応が求められており、施設の延命化や機能強化を図る観
点からも事業の必要がある。
　市道西中線は、郷ノ浦町渡良西触地区の集落をつなぐ重要な生活路線であるが、現況
幅員は、２．５ｍと狭く、線形不良のため、見通しが悪く諸車両の通行に支障を来している。
そこで、本路線の改良を行い、交通安全の確保及び日常生活の利便性の向上を図りた
い。
　市道前目1号線は、小崎漁港と県道渡良浦初瀬線とを結ぶ路線である。本線沿いには、
保育園・小学校及び郵便局があり、極めて利用度の高い路線であるが、現道は急曲で幅
員も狭く、車輌の通行に支障を来しており、早急な整備が必要である。

平 成 ３ １ 年 度 か ら 令 和 ５ 年 度 ま で ５ 年 間

2



長崎県壱岐市郷ノ浦町　　初山Ａ　辺地

（辺地の人口

（辺地の面積 4.5
１　辺地の概況

（1） 辺地を構成する町又は字の名称

郷ノ浦町初山西触、坪触

（2） 地域の中心の位置

郷ノ浦町坪触1190番地6

（3） 辺地度点数

190 点

２　公共施設の整備を必要とする事情

３　公共的施設の整備計画

（単位：千円）

事
業

主
体

16,000

合　 　計 203,382 39,277 164,105 163,800

67,000

6,500

道路 壱岐市 67,000 67,000

道路 壱岐市 41,582 25,357

道路 壱岐市 20,500 13,920 6,580

16,225

施設名 特定財源 一般財源 の 予 定 額

道路 壱岐市 74,300 74,300 74,300

令 和 ４ 年 度 か ら 令 和 ８ 年 度 ま で ５ 年 間

事　業　費

一般財源のうち財　 　源　 　内　 　訳
区　分 辺地対策事業債

総 合 整 備 計 画 書

467 人）

ｋ㎡）

　 市道水畑線は、坪地区と主要地方道渡良浦初瀬線を結ぶ路線である。終点側に
は、幼稚園・小学校があり、緊急車両等も頻繁に通行する路線であるが、現道は急曲
で幅員も狭く、車輌の通行に支障を来しており、早急な整備が必要である。
　 市道片原梅津線は、片側切土区間における高さ9m程度の切土法面（無処理斜面）
であり、交通量が多い主要な路線である。　法面施設の定期点検を実施したところ、当
該箇所において、崩壊跡及び不安定な浮石等が確認され、非常に危険な状態であっ
た。浮石落下等による第三者への被害を防止し、交通の安全確保のため早急な対策
が必要である。
　 市道初山中央線は、初山西集落と初山小学校を結ぶ路線である。児童の通学路と
なっているが、通学時に路側帯を通行する際、交通状況に応じた幅員が確保されてお
らず、諸車輌と接触する危険性が高いため、早急な整備が必要である。
　市道中山線は地域住民にとって、生活に重要な路線であるが、道路幅員が狭く、危
険な状態であることから、交通安全確保のため、道路改良の必要がある。

3



長崎県壱岐市郷ノ浦町　　初山Ｂ　辺地

（辺地の人口

（辺地の面積 5.3

１　辺地の概況

（1） 辺地を構成する町又は字の名称

郷ノ浦町初山東触、若松触

（2） 地域の中心の位置

郷ノ浦町初山東触1584番地3

（3） 辺地度点数

257 点

２　公共施設の整備を必要とする事情

３　公共的施設の整備計画

（単位：千円）

事
業

主
体

15,200 15,100

合　 　計 274,100 34,800 239,300 239,200

49,500

道路 壱岐市 174,600 174,600 174,600

道路 壱岐市 49,500 49,500

道路 壱岐市 50,000 34,800

令 和 ４ 年 度 か ら 令 和 ８ 年 度 ま で ５ 年 間

事　業　費

一般財源のうち
財　 　源　 　内　 　訳

区　分
辺地対策事業債

施設名 特定財源 一般財源
の 予 定 額

総 合 整 備 計 画 書

524 人）

ｋ㎡）

　 市道小場2号線は、初山東地区と主要地方道渡良浦初瀬印通寺線を結ぶ路線
である。終点側には、幼稚園・小学校があり、緊急車両等も頻繁に通行する路線で
あるが、現道は急曲で幅員も狭く、車輌の通行に支障を来しており、早急な整備が
必要である。
　 市道初山中央線は、初山西集落と初山小学校を結ぶ路線である。児童の通学
路となっているが、通学時に路側帯を通行する際、交通状況に応じた幅員が確保
されておらず、諸車輌と接触する危険性が高いため、早急な整備が必要である。
　 １級市道初山中央線は、県道渡良浦初瀬線と県道初瀬印通寺線を結ぶ幹線道
路である。本線西部にJA壱岐市の堆肥センター、キャトルセンターがあるため、大
型車や農業機械の通行が多い路線であるが、幅員が狭く、一般車輛との離合が困
難な箇所が存在し、住民の生活に支障を来していることから、早急に整備の必要が
ある。

4



長崎県壱岐市勝本町　　布気　辺地

（辺地の人口

（辺地の面積 4

１　辺地の概況

（1） 辺地を構成する町又は字の名称

勝本町百合畑触、布気触、上場触

（2） 地域の中心の位置

勝本町布気触970番地1

（3） 辺地度点数

223 点

２　公共施設の整備を必要とする事情

３　公共的施設の整備計画

（単位：千円）

事
業

主
体

道路 壱岐市

一般財源
の 予 定 額

13,800

1,500

合　 　計 25,000 16,284 8,716 8,700

道路 壱岐市 4,000 2,484 1,516

7,200 7,20021,000

総 合 整 備 計 画 書

316 人）

ｋ㎡）

　市道辻1号線は、百合畑集落と鯨伏小学校を結ぶ路線である。児童の通学路
となっているが、通学時に路側帯を通行する際、交通状況に応じた幅員が確保
されておらず、諸車輌と接触する危険性が高いため、早急な整備が必要であ
る。
　市道大清水３号線の大清水橋において、定期点検の結果、補修を要する損
傷が確認されたことから、壱岐市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、補修工事を
実施する必要がある。

令 和 ３ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 ま で ５ 年 間

事　業　費

一般財源のうち
財　 　源　 　内　 　訳

区　分
辺地対策事業債

施設名 特定財源

5



長崎県壱岐市芦辺町　　深江　辺地

（辺地の人口

（辺地の面積 5.7

１　辺地の概況

　（1）　辺地を構成する町又は字の名称

　　 芦辺町深江東触、深江南触、深江本村触、深江栄触、深江鶴亀触、深江平触

　（2）　地域の中心の位置

芦辺町深江東触６９８番地１

　（3）　辺地度点数

214 点

２　公共施設の整備を必要とする事情

３　公共的施設の整備計画

（単位：千円）

事
業

主
体

合　　　　　　　計 535,600 10,005 525,595 525,500

5,200

の 予 定 額

道路 壱岐市 520,300 520,300 520,300

道路 壱岐市 15,300 10,005 5,295

令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で ５ 年 間

事　業　費

一般財源のうち
財　　　源　　　内　　　訳

区　分
辺地対策事業債

施設名 特定財源 一般財源

　市道深江筒城線は、深江地区集落と筒城西触の集落を結ぶ路線である。沿
線には県下でも有数の文化財区域である原の辻遺跡が存在することから、諸車
両の交通や歩行者も多く、観光面・生活面において重要な路線となっている。し
かし、道路幅員が十分に確保されていないことから、危険な状態であるため、整
備することにより交通の安全を確保したい。
　１級市道鶴亀中央線において、既存の法面対策構造物の変状等を把握する
ために、点検を実施したところ、第三者への被害が想定される異常が確認され
たため、早期に現地状況に応じた補修を実施し、交通の安全を確保したい。

総 合 整 備 計 画 書

508 人）

ｋ㎡）

6



長崎県壱岐市芦辺町　　諸吉　辺地

（辺地の人口

（辺地の面積 4.5

１　辺地の概況

　（1）　辺地を構成する町又は字の名称

　　 芦辺町諸吉二亦触、諸吉東触、諸吉南触

　（2）　地域の中心の位置

芦辺町諸吉二亦触４３６番地１

　（3）　辺地度点数

205 点

２　公共施設の整備を必要とする事情

３　公共的施設の整備計画

（単位：千円）

事
業

主
体

18,700道路 57,800 39,054 18,746壱岐市

総 合 整 備 計 画 書

889 人）

ｋ㎡）

　定期点検の結果、市道青嶋線の青島大橋において、補修を要する損傷が確
認された。このことから、壱岐市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、補修工事を
実施する必要がある。

施設名 特定財源 一般財源
の 予 定 額

令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で ５ 年 間

事　業　費

一般財源のうち
財　　　源　　　内　　　訳

区　分
辺地対策事業債

合　　　　　　　計 57,800 39,054 18,746 18,700

7



長崎県壱岐市芦辺町　　住吉　辺地

（辺地の人口

（辺地の面積 4.4

１　辺地の概況

（1） 辺地を構成する町又は字の名称

芦辺町住吉山信触、住吉東触、住吉前触、住吉後触

（2） 地域の中心の位置

芦辺町住吉東触448番地9

（3） 辺地度点数

204 点

２　公共施設の整備を必要とする事情

３　公共的施設の整備計画

（単位：千円）

事
業

主
体

4,100

合　 　計 11,700 7,590 4,110 4,100

道路 壱岐市 11,700 7,590 4,110

令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ９ 年 度 ま で ５ 年 間

事　業　費

一般財源のうち
財　 　源　 　内　 　訳

区　分
辺地対策事業債

施設名 特定財源 一般財源
の 予 定 額

総 合 整 備 計 画 書

263 人）

ｋ㎡）

　２級市道住吉長峰線において、既存の構造物の変状等を把握するために、点
検を実施したところ、第三者への被害が想定される異常が確認されたため、早
期に現地状況に応じた補修を実施し、交通の安全を確保したい。

8



議案第３９号 

 

   財産の取得について 

 

 下記の財産を取得するため、地方自治法第９６条第１項第８号の規定により、

議会の議決を求める。 

 

  令和５年６月１５日提出 

 

壱岐市長 白 川 博 一   

 

記 

 

１ 財産の種類   土地 

２ 財産の表示   所在：壱岐市郷ノ浦町片原触２７９２番２ 外１筆 

          地目：雑種地 

面積：１６，３６４.８９㎡ 

３ 取得価格   ６１，３６８，３３７円 

４ 相 手 方   長崎県知事 大石 賢吾 

 

 

（提案理由） 

壱岐市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３

条の規定により、議会の議決を経る必要がある。 



郷ノ浦港鎌崎地区整備事業 

１．事業目的 

２．事業概要 

３．事業内容 

 旧郷ノ浦町が公共下水道南部処理区の終末処理場用地として、県へ埋立を要請

し、郷ノ浦港鎌崎地区において造成整備された用地が確保されていた。 

しかしながら、平成22年の公共下水道事業計画の変更に伴い、南部処理区は

廃止となった。 

その後においても、継続して当該用地の取得について、県と調整を図ってきた

ところ、昨年度、県の払下単価算出方針が見直されたため、当該用地を取得し、

企業誘致並びに壱岐市公共施設用地等の地域振興に資する用途に活用する。 

下記県有地の取得 

　　　　　　　　所　　　在　　　　　　　　　 地目  　　　　面　　積
壱岐市郷ノ浦町片原触字川原磯２７９２番２ 　雑種地 １５，５６６．９５㎡ 
壱岐市郷ノ浦町片原触字川原磯２７９２番１９ 雑種地    ７９７．９４㎡ 

　合計面積　　  １６，３６４．８９㎡ 

　単　　価 　　　　　　３，７５０円／㎡ 

　取得価格　 ６１，３６８，３３７円
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